
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
五
百
四
十
六
号

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
様
式
第
七
号

注
４
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
総
務
省
告
示
第
四
百
六
十
号
（
特
定
無
線
設
備
に
付
す
る
文
字
等
を
定
め
る
件

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

総
務
大
臣

川
端

達
夫

第
二
項
中
「又

は
工
事
設
計

」
、
た
だ
し
書
及
び
各
号
を
削
る
。



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
五
百
四
十
七
号

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三

年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
三
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基

準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
様
式
第
七
号
注
４
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
六
百
三
十
八
号
（
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実

施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証

明
等
に
関
す
る
規
則
様
式
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
の
区
別
及
び
そ
の
他
の
文
字
等
を
定

め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

総
務
大
臣

川
端

達
夫

第
二
項
中
「
又
は
工
事
設
計
」
、
た
だ
し
書
及
び
各
号
を
削
る
。


	告示460号
	告示638号

